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小名浜港海上安全対策協議会 会則 

 

（会則） 

第１条 この会は、小名浜港海上安全対策協議会（以下「本会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、小名浜港及びその境界付近水域（以下「小名浜港」という。）におけ

る事故を未然に防止するとともに、事故の発生に際し必要な措置を講じ、もって小名

浜港における船舶交通の安全を図ることを目的とする。 

 

（構成） 

第３条 本会の会員は、小名浜港の利用又は管理に関係する別表１の行政機関及び団

体若しくは企業（以下「関係機関」という。）の代表者（代表者の指名する者を含む。）

ならびに学識技能経験者をもって構成する。 

 

（役員） 

第４条 本会に次の役員を置く。 

会 長  １名 

    副会長  ２名 

    幹 事  若干名 

２ 役員は、会員の互選とし、任期を２年とする。ただし再選を妨げない。 

３ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらか

じめ定めた順位に従って、その職務を代行する。 

 

（部会） 

第５条 本会に第２条の目的達成のため、次の部会を置く。 

(1) 異常気象・津波等安全対策部会 

(2) 流木対策部会 

(3) 外国船舶安全対策部会 

 

（会議) 

第６条 本会の会議は、総会、役員会及び部会とする。 

 

第７条 会議は、次の事項を審議する。 

(1) 総会 

イ 業務の実施並びに計画に関すること。 

ロ 会則の改正に関すること。 
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ハ その他、会長が必要と認める事項。 

(2) 役員会 

イ 総会に付議する事項に関すること。 

ロ 業務計画の実施に関すること。 

ハ その他、会長が必要と認める事項。 

(3) 部会 

 部会の運営及び業務の実施については、別に定めるところによる。 

 

第８条 総会及び役員会の成立は、それぞれ構成員の過半数の出席による。 

２ 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数によって決め、可否同数の場合は、議

長が裁決する。 

 

第９条 総会は、毎年１回、会長がこれを召集する。 

 

第１０条 役員会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたとき、これを召集す

る。 

 

第１１条 総会及び役員会の議長は、会長とする。 

 

第１２条 会員が必要と認めたとき、会長に対して会議の招集を求めることができる。 

 

第１３条 緊急に処理を要すると認めた事項については、役員会の決議をもって総会

の決議にかえることができる。 

 

（その他) 

第１４条 本会の庶務担当機関は、福島海上保安部とする。 

 

附則（昭和４９．８．２７） 

１ この会則は、昭和４９年８月２７日から施行する。 

２ 小名浜港海上安全対策協議会会則(昭和４６年１１月２日)は、廃止する。 

附則（昭和５７．２．２３）  

この会則は、昭和５７年２月２３日から施行する。 

附則（昭和５８．６．２７）  

この会則は、昭和５８年６月２７日から施行する。 

附則（平成３．８．７）  

この会則は、平成３年８月７日から施行する。 

附則（平成１７．３．１）  

この会則は、平成１７年３月１日から施行する。 
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附則（平成１９．１２．２８）  

この会則は、平成１９年１２月２８日から施行する。 

附則（平成２２．７．９）  

この会則は、平成２２年７月９日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


